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岩 手 県 森 林 整 備 事 業 実 施 要 領 

 

昭和 48年 10月 12日 林業第 1192号 

平成 24年 11月 27日 森整第 1333号 

平成 25年 ９月 ２日 森整第 1396号 

平成 26 年 ８月 29 日 森整第 412 号 

 平成 27 年 ８月 25 日 森整第 369 号 

 平成 28 年 ８月 29 日 森整第 356 号 

 平成 29 年 10 月 ６日 森整第 458 号 

平成 30 年 ９月 ５日 森整第 417 号 

 令和 元年 11 月 15 日 森整第 439 号 

 令和 ２年 10 月 16 日 森整第 491 号 

令和 ４年 11 月 15 日 森整第 500 号 

令和 ６年 ７月 22 日 森整第 319 号 

令和 ７年 10 月 ３日 森整第 411 号 

令和 ８年 ３月 19 日 森整第 788 号 

最終改正 令和 ８年 ４月 21 日 森整第 103 号 

 

 

（趣旨） 

第１条 森林整備事業の円滑な実施を図るため、森林整備補助金交付規則（昭和 48年岩手県規則

第 73号。以下「規則」という。）、森林環境保全整備事業実施要領（平成 14年３月 29日付け

13林整整第 885号林野庁長官通知）、森林環境保全整備事業実施要領の運用について（平成 14

年 12月 26日付け 14林整整第 580号林野庁整備課長通知。以下「国の運用通知」という。）、

森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について（平成 23年３月 31日付け 22林整整

第 857号林野庁整備課長通知）、森林保全再生整備における実行経費の算出について（平成 26

年３月 31日付け 25林整整第 1352号林野庁整備課長通知。以下「国の実行経費算出通知」とい

う。）、農山漁村地域整備交付金実施要領（平成 22年４月１日付け 21林整計第 336号林野庁

長官通知。以下「国の交付金実施要領」という。）によるほか、この要領により実施するもの

とする。 

 （事業計画の作成） 

第２条 知事は、森林環境保全直接支援事業並びに特定機能回復事業のうち森林緊急造成及び重

要インフラ施設周辺森林整備を実施するときは、規則別表第１に規定する森林環境保全整備事

業計画（以下「保全整備事業計画」という。）を、機能回復整備事業を実施するときは、規則

別表第１に規定する森林基盤整備事業計画（以下「基盤整備事業計画」という。）を、作成す

るものとする。 

２ 知事は、前項に掲げる計画の作成に当たっては、地域における森林の状況、地域住民の森林

に対する要請、事業実施体制等を把握した上で、森林組合等林業関係団体の意見を聴くととも

に、関係市町村と協議・調整を図り、市町村長の同意を得るものとする。 

３ 知事は、保全整備事業計画の重要な変更をするときは、関係する市町村長の同意を得るもの

とする。 

（農地法等により売渡しを受けた土地の承認手続） 

第３条 補助金を申請しようとする者は、森林整備を予定している土地が規則第２条第２項第３

号に掲げる土地であるときは、事業実施前に局長の承認を得るものとする。 
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（補助事業の内容） 

第４条 補助事業の内容は別表１及び別表２によるほか、次の各項に掲げるとおりとする。 

２ 樹下植栽等において、樹下への苗木の植栽及び稚幼樹が少ない場合における苗木の植栽を実

施しようとするときは、１ヘクタール当たりの植栽本数を 800本以上とする。 

３ 下刈りにおいて、林齢６年生以上（ただし、カラマツについては４年生以上）の林分で事業

を実施しようとするときは、別に定めるところにより局長の承認を得るものとする。 

４ 雪起こしは、造林木の生立本数の 30パーセント以上が倒伏した林分の区域で実施するものと

し、当該施行地に係る補助対象面積は実作業区域面積とする。 

５ 枝打ちは、対象樹種をスギ、ヒノキとし、施行地内の目的木全数（被圧木、損傷木及び曲り

木等を除く。）を対象に実施するものとする。 

６ 除伐、保育間伐、間伐、更新伐及び緩衝林帯整備は、当該施業の実施の前年度の末日からさ

かのぼって５年以内に同一施行地において国庫補助事業による除伐、保育間伐、間伐、更新伐

及び緩衝林帯整備を実施していない場合に補助対象とする。また、一貫作業は、当該施業の実

施の前年度の末日からさかのぼって５年以内に同一施行地において国庫補助事業による枝打ち、

除伐、保育間伐、間伐、更新伐及び防火林帯整備を実施していない場合に補助対象とする。 

７ 除伐は、不用木を全て除去（育成しようとする樹木以外の木竹であって、育成しようとする

樹木の生育の妨げとなるものを伐採することをいう。）するものとする。ただし、生物多様性

の保全の観点から、植栽木以外の高木性の広葉樹等についても、育成しようとする樹木として

単木的に保残することができるものとし、その本数は、植栽を行った樹木の立木本数の 10パー

セント未満とする。 

８ 森林緊急造成により実施する除伐は、不用木が主林木の成長を阻害することが明らかに予想

される場合には、60年生以下の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が 18セン

チメートル未満の林分において実施することができるものとする。 

９ 保育間伐、間伐及び更新伐において、本数密度の調整、残存木の生長促進等を図る目的で実

施する場合は、育成しようとする主林木の立木本数の 20パーセント以上を伐採するものとす

る。 

10 更新伐の内容は次のとおりとし、別に定める更新伐実施基準（平成 24年 11月 27日付け森整

第 581号）により実施するものとする。 

(１) 天然林において森林の質的・構造的な改善を目的として行う本数密度の調整にあっては

主林木の立木本数の 70パーセント以下の定性伐採とする。 

(２) 人工林において天然更新（植林等の人為によらず森林が造成されることをいう。以下同

じ。）を図り針広混交林化、広葉樹林化を促進することを目的として行う本数密度の調整（面

的複層林施業（「面的複層林施業の実施について」（令和６年３月 29日付け５林整整第 925

号林野庁長官通知）に基づく施業をいう。以下同じ。）の一環として行うものは除く。）に

あっては主林木の立木本数の 50パーセント以下の定性伐採とする。ただし、特定機能回復事

業による更新伐は、残存木の間隔が主伐木の平均樹高の２倍までの帯状の伐採を可能とする。 

11 鳥獣害防止施設等整備は、別に定める鳥獣害防止施設等整備実施基準（平成 11 年 12 月 20

日付け緑第 805号）により実施するものとする。 

12 森林作業道整備は、別に定める森林作業道整備実施基準（平成 23年 10月 21日第 503号）及

び森林作業道整備開設基準（平成 23年 10月 21日第 504号）により実施するものとする。 

13 森林保全再生整備の内容は次のとおりとする。 

(１) 鳥獣害防止施設等整備は、第 11項に掲げる鳥獣害防止施設等実施基準に定める内容のほ

か、パッチディフェンス、金網巻等の整備、自動撮影カメラの設置、忌避植物の植栽等を行

うことができるものとする。 

(２) 鳥獣の誘引捕獲は、餌付けによる誘引を伴う捕獲（箱わな、囲いわな、ドロップネット、
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タワーシューティング等による捕獲）のための給仕施設の整備、採餌木の植栽、誘引捕獲場

所の整備を行うことができるものとする。ただし、一定の群れ単位で捕獲することを目的と

して行うものに限る。また、捕殺個体の処分は、原則として同一林班内への埋設処分を行う

ものとする。 

14 前項の森林保全再生整備は、次に掲げる要件を全て満たした場合に補助の対象とするものと

する。 

(１) 対象森林は、原則として、森林被害報告について（昭和 53年５月 18日付け 53林野保第

235 号林野庁長官通知）に基づく林野庁への報告又は公的機関が実施した調査等により把握

された鳥獣等による被害箇所を含む林班とすること。 

(２) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19年法

律第 134 号）第４条の２に基づく協議会（以下「協議会」という。）が組織されているとき

は、事業実施箇所、事業内容、事業実施期間及び同法第４条の２に基づく被害防止計画との

関係について、当該協議会との連絡調整が図られていること。 

(３) 森林整備事業以外の補助事業による支援を受けないこと。 

15 衛生伐は、別に定める衛生伐実施基準（平成 11年 12月 20日付け緑第 805号）により実施す

るものとする。 

16 林相転換特別対策及び花粉発生源対策促進事業により植栽する苗木は次のとおりとする。 

 (１) 林相転換特別対策のうち花粉発生源対策タイプ並びに花粉発生源対策促進事業により植

栽する苗木は、カラマツ及びアカマツのコンテナ苗並びにスギ花粉発生源対策推進方針（平

成 13年６月 19日付け 13林整保第 31号林野庁長官通知）の別紙の１に定められる花粉の少

ない品種とする。 

 (２) 林相転換特別対策のうち林野火災対策タイプにより植栽する苗木は、周辺の森林の主要

な構成樹種と異なる樹種とする。 

 (３) 林相転換特別対策のうち野生鳥獣被害対策タイプにより植栽する苗木は、クマの生育環

境の保全・整備につながる広葉樹とする。 

17 防火林帯整備を実施した施行地については、天然更新作業又は広葉樹等の植栽を行い、適切

な更新を図らなければならない。 

18 規則第２条第２項第５号に規定する病虫害の発生その他の理由により知事が成林の見込みが

ないと認める事業は、１ヘクタール当たりの植栽本数がアカマツ 2,800 本未満、スギ及びカラ

マツ 1,000本未満、キリ 250本未満、クリ、クルミ及びウルシ 1,000本未満、その他の樹種 2,000

本未満の植栽とする。なお、市町村森林整備計画における仕立ての方法別の植栽本数を下回る

植栽を行うときは、市町村森林整備計画に定める事項を遵守するほか、林業普及指導員の指導

等を受けるものとする。 

19 規則別表第１の森林緊急造成及び重要インフラ施設周辺森林整備の補助率欄に規定する別に

定める事業者は、森林整備法人等（森林整備法人(分収林特別措置法(昭和 33 年法律第 57 号)

第 10 条第２号に掲げる森林整備法人をいう。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律(平成 18年法律第 48号)第２条第１号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としてい

る法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部

若しくは一部を拠出しているものに限る。)をいう。以下同じ。）とする。 

（外国の樹種） 

第５条 規則第２条第２項第２号に規定する外国の樹種は、トウヒ類、ストローブマツ、カラマ

ツ類、イチョウとする。 

（事業の実行） 

第６条 事業の規模等は、次のとおりとする。 

(１) 事業規模（附帯施設等整備、森林作業道整備、森林保全再生整備及び衛生伐を除く。）
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は、原則として森林簿に記載の同一林班の小班内で接続する区域を１施行地とし、１施行地

の面積を 0.1 ヘクタール以上とする。なお、都道府県、市町村が自ら所有する森林のうち、

他の森林緊急造成の施行地と隣接し、又は路網で直接接続するものであって、激甚災害によ

る被害の復旧を行う森林において行う事業については、補助金の交付申請ごとに、他の森林

緊急造成の施行地を除いた施行地の面積の合計が 2.5 ヘクタール以上とする。また、間伐、

更新伐及び一貫作業の施行地に係る補助対象面積は、既設の森林作業道（岩手県森林作業道

作設指針（平成 23年 4月 8日付け森整第 27号農林水産部長通知）に適合する森林作業道で

あって台帳管理を行っているものをいう。以下同じ。）がある場合は、その敷地面積を除い

た面積とする。 

(２) 前項の規定のほか、森林環境保全直接支援事業により実施する間伐及び更新伐について

は、森林経営計画、特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平

成 20年法律第 32号)第５条第１項に規定する特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。）、森林

経営管理法（平成 30年法律第 35号）第 35条第１項に規定する経営管理実施権配分計画（以

下「実施権配分計画」という。）又は同法第 51条第１項に規定する権利集積配分一括計画（以

下「一括計画」という。）に基づいて行う場合は、原則として補助金交付申請ごと、かつ、計

画ごとに間伐及び更新伐のそれぞれの伐採木の搬出材積の合計を、それぞれの当該施行地の

面積の合計で除して得た値が１ヘクタール当たり 10立方メートル以上となること。 

(３) 森林経営計画が策定された林班内及び当該林班と隣接し路網で直接接続する林班内で行

う間伐及び更新伐であって、当該森林経営計画に計画がないものは、当該森林経営計画に基

づいて行う間伐及び更新伐と一体的に行う場合であって、かつ、伐採木の搬出材積の合計を

当該施行地の面積の合計で除して得た値が１ヘクタール当たり 10 立方メートル以上となる

場合に限り、補助対象にできるものとする。ただし、補助金交付申請時又は申請後に当該施

行地を森林経営計画対象森林に含める意向があらかじめ確認できるものに限る。 

(４) 森林環境保全直接支援事業における特定間伐等促進計画、実施権配分計画又は一括計画

に基づいて行う施業にあっては、補助金交付申請後に当該施行地を森林経営計画対象森林に

含めるよう、新規計画の策定又は既存計画の変更に努めることをあらかじめ確認できる場合

に補助の対象とするものとする。 

２ 現地の測量は、次のとおり行うものとする。 

(１) 事業主体は、原則として施行地の区域をポケットコンパス等により測量（以下「現地測

量」という。）し、測点を木杭等の設置により保全するものとする。 

なお、施行地の境界保全のため、測量起点杭は耐久性のある杭（プラスチック杭等）を用

いること。 

(２) 事業主体は、現地測量を行わずに精度の高い図面等を用いて補助金交付申請するときは、

主要測点を復元できるようにするものとする。 

(３) 事業主体は、更新困難地、植栽不可能地、岩石地、湿地、道路敷地、無立木地等の施業

が実施できない１箇所の面積が 0.01ヘクタール以上の土地を除地とし、これを補助金の交付

申請の施行面積から除くものとする。 

(４) 森林整備事業しゅん工検査に合格した人工造林施行地の位置、区域、査定面積（「検査

により確定した面積」をいう。以下同じ。）等の情報（以下「GIS 等登録情報」という。）

を GIS 等で管理している場合にあっては、次回以降の下刈り等の補助金交付申請にあたり、

現地測量に代え、GIS等登録情報を用いることができるものとする。 

(５) 現地測量の測量野帳及び GIS 等登録情報は、しゅん工検査の際に、検査員に提示するも

のとする。 

３ 事業主体が受託により事業を実施する場合の取扱いは、次のとおりとする。 

(１) 事業主体が森林所有者から受託して事業を実施する場合は、事業主体が森林所有者と受

委託契約を締結したものに限る。なお、事業主体が請負者として森林所有者と契約した作業
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は、受委託契約には該当しないものとする。 

(２) 森林所有者（森林を所有する会社等の従業員を含む。）は、原則として自らが委託した

事業には従事できない。ただし、森林所有者が所有森林以外の事業に従事した事業が過半を

占める場合、所有森林の事業に当該森林所有者以外の者が従事した事業量が過半を占める場

合等はこの限りでない。 

４ 現地写真の撮影及び提出は、次のとおり行うものとする。 

(１) 事業主体は、事業の施行地ごとの現地写真を別記の写真撮影基準に基づき撮影するもの

とする。 

(２) 事業主体は、撮影した写真をしゅん工検査の際に検査員に提示するとともに、当該写真

の一部を補助金の交付申請書に添付するものとする。 

（協定の締結） 

第７条 特定機能回復事業（森林緊急造成、被害森林整備、重要インフラ施設周辺森林整備及び

林相転換特別対策に限る。）の実施については、事業主体が市町村にあっては森林所有者と、

事業主体が市町村以外の事業主体にあっては、当該森林の所在する市町村の長及び森林所有者

と「補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して 10年間（林相転換特別対策のうち野生鳥

獣被害対策タイプ（緩衝林帯の整備を目的として実施するものに限る。）は５年間）は皆伐し

ない旨」等の事業実施に係る協定を締結するものとする。 

（森林整備補助金交付申請書の提出等） 

第８条 規則第４条に規定する森林整備補助金交付申請書（以下「補助金交付申請書」という。）

及びこれに添付する書類は別表３のとおりとし、別に定める森林整備補助金交付申請書作成要

領（昭和 53年９月 14日付け林業第 522号）により作成するものとする。 

なお、補助金交付申請書に施行地の位置、区域、面積、施業状況がわかるオルソ画像（中心

投影や撮影方向、地形によって生じる画像の位置ずれを、三次元情報を基に位置補正した画像。

正射投影画像ともいう。正射投影画像をつなぎ合わせたオルソモザイク画像を含むものとす

る。）等を活用する場合は、別に定める通知により作成するものとする。 

２ 事業主体は、補助金の交付申請又は受領を他の者に委任できるものとする。 

３ 事業主体から委任を受けて補助金の交付申請又は受領を行う者（以下「代理申請者」という。）

は、補助金の交付申請を委任されたときは、補助金交付申請書を作成するものとする。 

４ 代理申請者は、原則として、森林所有者等の事業主体から森林整備完了届（参考例）（様式

第 12号）の提出を受け、これを補助金交付申請書作成の基礎とするものとする。 

５ 補助金交付申請を行おうとする者（事業主体が代理申請者に補助金交付申請を委任する場合

は代理申請者をいう。以下「補助金交付申請者」という。）は、局長に補助金の交付申請をし

ようとするときは、当該事業施行地の所在する市町村長に補助金交付申請書を提出し、当該市

町村長の森林整備に関する意見を求めるものとする。 

６ 市町村長は、補助金交付申請者から補助金交付申請書の提出を受けたときは、造林等の申請

にあっては新植前の前生樹の伐採に係る届出又は間伐等にあっては当該主林木の伐採に係る届

出が提出されているか確認するとともに、当該市町村の市町村森林整備計画等に照らし、意見

があるときは意見書を付すものとし、意見がないとき又は意見を付すときにあってもその回答

を求めないときは、補助金交付申請書に経由印を押印するものとする。 

７ 補助金交付申請者は、前項により市町村長から意見を付され、意見に対する回答を求められ

たときは、速やかに回答し、市町村長から承認を受けるとともに、補助金交付申請書に経由印

の押印を受けるものとする。 

８ 補助金交付申請者は、前２項により補助金交付申請書に経由印の押印を受けたときは、局長

に対して補助金交付申請を行うことができるものとする。 

９ 事業主体は、複数の施行地を一体的に施行し、かつ、施行地ごとに搬出集積材積を区分せず
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に間伐等を行う場合であって、当該施行地を所有する森林所有者全員の同意があるときは、第

１項に掲げる別表３の搬出材積集計表（以下「搬出材積集計表」という。）の搬出材積を区分

したまとまり（国の運用通知 16の１に規定する査定単位に同じ。以下「査定単位」という。）

を設定し、これを単位に補助金交付申請することができるものとする。（この申請方式を「共

同申請」という。以下同じ。） 

（しゅん工検査）  

第９条 局長は、前条第８項により事業主体から補助金交付申請書の提出を受けたときは、その

内容を審査し、適正と認められるときは、しゅん工検査を実施するものとする。 

２ しゅん工検査は、規則第５条第１項に規定する書類検査及び現地検査とし、検査の方法等は、

別に定める森林整備事業しゅん工検査要領(昭和 53年６月 16日付け林業第 202号)により実施

するものとする。 

３ 岩手県樹苗需給調整指導要領（昭和 59年２月 21日付け林業第 977号。以下「指導要領」と

いう。）第９に掲げる移入した山行苗木を植栽したときは、指導要領第２の２の規格に合致し

ているか確認するものとする。 

（補助金の交付） 

第 10条 規則第５条第２項に規定する補助金交付決定の通知は、事業主体が直接申請した場合に

あっては様式第８号、事業主体から委任を受けた代理申請者が申請した場合にあっては様式第

９号によるものとする。 

２ 市町村が請負（委託契約によるものを含む。以下同じ。）に付して実行した事業に係る補助

金額は、施行地ごとに標準経費と実際に要した経費（以下「実行経費」という。）のいずれか

低い額を基に算定するものとする。 

なお、市町村が請負に付して実行したときは、別表３に掲げる実行経費内訳書（様式第６-１

号）を補助金交付申請書に添付するものとする。 

３ 森林作業道整備の補助金算定等は、次のとおりとする。 

(１) 標準経費は、第 14条第４項に基づき定めた各々の標準単価に各々の数量を乗じた金額の

合計額に、この合計額に間接費率（現場監督費及び社会保険料等に限る。）を乗じた額を加

算して算定するものとする。 

(２) 森林作業道に第 14条第４項に定める標準断面又は標準設計が適用できない区間があると

きは、別に定める森林整備保全事業設計積算要領（平成 12年３月 31日付け 12林野計第 138

号林野庁長官通知）等を基に事業主体が算出する経費を標準経費に加算できるものとする。

（この加算後の合計額を「加算経費」という。以下同じ。） 

(３) 前号に該当する森林作業道及び市町村（財産区は除く。）が請負に付して実施する森林

作業道に係る補助金の算定は、標準経費又は加算経費の合計額と実行経費の合計額のいずれ

か低い経費を基に行うものとする。 

(４) 前２項に係る補助金交付申請書には、別表３に掲げる実行経費内訳書（様式第６-２号）

を添付するものとする。 

４ 森林環境保全直接支援事業により実施する間伐及び更新伐に係る補助金額については、申請

単位ごとに、当該申請単位に含まれる施行地の間伐又は更新伐に係る伐採木の搬出材積の合計

を当該施行地の面積の合計で除した値に応じた標準単価を、搬出材積集計表の施行地ごとに適

用し、算定するものとする。 

ただし、共同申請の場合にあっては、査定単位ごとに標準単価を適用し、補助金を算定する

ものとする。 

５ 森林保全再生整備に係る補助金額は、原則として国の実行経費算出通知に基づき算出した実

行経費を基に算定するものとし、別表３に掲げる実行経費内訳書（様式第６－１号）を補助金

交付申請書に添付するものとする。 
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（補助金の配付）  

第 11条 代理申請者は、事業主体から受領委任された補助金を県から受領したときは、事業主体

に配付する日まで金融機関に保管するとともに、30日以内（代理申請者が受領を第三者に委任

している場合は、第三者が代理受領した場合の期間を含む。）に配付を完了するものとする。 

２ 代理申請者は、第 10条第１項に規定する補助金交付決定の通知に掲げる別紙明細書に即して、

補助金の全額を事業主体に配付しなければならない。ただし、事業主体から精算の依頼があっ

たときは、別に定めるものに限り精算して支払うことができる。 

３ 代理申請者は、補助金の配付が完了したときは、配付状況を速やかに局長に報告するものと

する。 

４ 局長は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、支払未済がある場合は実態を調査

し、その改善を求めるものとする。 

（補助金事務取扱手数料） 

第 12条 代理申請者は、事業主体から補助金事務取扱手数料（以下「手数料」という。）を実費

の範囲内で徴収できるものとする。 

２ 代理申請者は、手数料の内容、金額等について規定するとともに、関係する事業主体に周知

し、その透明化に努めるものとする。 

３ 代理申請者は、手数料率を定めたときは、毎年度その内容等を局長に報告するものとする。  

（受託事業の透明化） 

第 13 条 事業主体は、森林所有者からの受託により事業を実施するときは、あらかじめ経費の

見込みを示すとともに、事業終了後は、速やかに当該経費の明細を当該森林所有者に報告する

ものとする。 

２ 事業主体は、前項の受託事業に係る内容、収支等を総会等に諮る等、経費の透明化に努める

ものとする。 

３ 第１項により受託事業を行うときの森林所有者との受委託契約書は、森林整備事業委託契約

書（参考例）（様式第 10号）により作成するものとする。 

４ 事業主体が森林所有者等との受委託契約等により事業を実施し、補助金を受領したときは、

速やかに当該施行地の森林所有者に対して、施行地ごとの補助金の額を通知するものとする。 

５ 事業主体は、第 10条第４項のただし書きにより補助金額を算定するときは、当該査定単位内

の施行地ごとに補助金を配分し、この金額を当該施行地の森林所有者に通知するものとする。 

（標準単価） 

第 14条 標準単価は、事業内容ごとに別表４に掲げる経費を対象として農林水産部長が事業ごと

に定める。 

２ 標準単価は、直接費及び共通仮設費とし、このほか間接費として、現場監督費、事務費及び

社会保険料等を加算することができるものとする。ただし、衛生伐については、これによらず、

別に定めるものとする。 

３ 事業主体が、「林業の作業現場における技能者の在籍状況の把握等について」（令和７年３

月 21日付け６林政経第 365号経営課長・森林利用課長通知）に基づき、技能者が３割以上在籍

するものとして、県により公表されている場合は、標準単価の１％に相当する額を現場監督費

とは別に間接費に加算することができるものとする。 

４ 森林作業道については、土工にあっては地山勾配と幅員に応じた標準断面ごとの延長１メー

トル当りの単価、簡易構造物にあっては標準的な設計に基づいた箇所ごとの単価を定めるもの

とする。 

（樹苗の需給の確認） 

第 15条 規則第２条第２項第１号に掲げる別に定める樹苗の需給の確認は、岩手県樹苗需給調整

指導要領（昭和 59年２月 21日林業第 977号。以下「調整指導要領」という。）に規定する需
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給の確認をいい、別表３に掲げる樹苗需給確認証とは、岩手県樹苗需給調整指導要領実施基準

（昭和 59年２月 21日林業第 978号。以下「樹苗需給実施基準」という。）に定める樹苗需給

確認書をいうものとする。 

２ 樹苗需給の確認は、樹苗需給実施基準第３第１項第３号に基づく樹苗需給確認書により行う

ものとする。 

３ 調整指導要領第９条による移入苗木並びに第 10 条に規定された繰越苗木及び自家造林用苗

木については、樹苗需給確認書の発行は要しないものとする。なお、補助金交付申請にあたっ

ては、樹苗需給確認書の添付が必要でない申請は、添付が必要な申請と区分して行うものとす

る。 

（保育間伐の実施に係る確認調査等） 

第 16条 林齢 61年生以上の林分において、伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が 18セン

チメートル未満の場合は、林齢に関わらず保育間伐を実施できるものとする。 

２ 前項の保育間伐を実施しようとするときは、別に定める要領に基づき、事業実施前に、事業

主体にあっては現地調査を、局長にあってはその確認調査を行うものとする。 

 （更新伐、防火林帯整備又は花粉発生源植替えを実施した場合の更新完了基準） 

第 17条 第 23条第１項第４号に規定する更新が確実に図られていない状態とは、天然更新にあ

っては市町村森林整備計画に掲げる天然更新完了の判断基準を満たしていない状態をいい、人

工植栽にあっては１ヘクタール当たりの植栽本数が第４条第 18 項に規定する植栽本数に満た

ない状態のものとする。 

２ 局長は、更新伐の施行地について、その後の更新の状況を確認するものとする。この調査に

当たっては、別に定める更新伐の実施後における更新完了確認調査要領（平成 24年 11月 27日

付け森整第 582号）により実施するものとする。 

３ 局長は、前項の調査を適切かつ円滑に実施するため、更新伐の実施箇所等を記録した施行台

帳を整備するものとする。 

（補助対象施行地の他の用途への転用の制限） 

第 18条 事業主体は、規則第７条第１項第３号に規定する補助事業の施行地を森林以外の用途に

転用する行為、補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為又はその他補助目的を達

成することが困難となる行為をしようとするとき若しくは第 23 条第１項第１号に規定する森

林経営計画の認定の取消し又は第 23 条第１項第２号に規定する実施権配分計画及び一括計画

の認定の取消しを受けたときは、直ちに補助金交付申請者を通じてその旨を局長へ届け出なけ

ればならない。 

２ 局長は、前項の規定を的確に遂行するため、森林整備事業補助金交付明細書を備えて、その

経過を明らかにしておくものとする。 

３ 事業主体は、公用、公共用及び天災地変その他止むを得ない事由のため補助事業の施行地を

当該補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して５年以内（特定機能回復事業（保全松林

緊急保護整備及び林相転換特別対策のうち野生鳥獣被害対策タイプ（緩衝林帯の整備を目的と

して実施するものに限る。）を除く。）にあっては、補助事業の完了年度の翌年度の初日から

起算しておおむね 10年以内）に森林以外の用途へ転用等するときには、規則第７条第１項第３

号の規定にかかわらず、補助金相当額の返還の減免について局長に協議することができるもの

とする。 

（保安林の指定施業要件との関連） 

第 19 条 指定施業要件に植栽が定められている保安林において人工造林に係る補助金交付申請

を行うときは、保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて（昭和 45年６月２日

付け 45林野治第 921号林野庁長官通知）第６の２に規定する知事による植栽の履行確認が完了

した後に行なわなければならない。 
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２ 保安林内で実施する施業等は、当該保安林に定められた指定施業要件に適合した施業でなけ

ればならない。 

（森林作業道の管理） 

第 20条 事業主体は、第４条第 12項に掲げる森林作業道を開設、改良及び復旧（以下「開設等」

という。）しようとするときは、事前に当該森林作業道の管理の権限を有する者を書面で決定

するものとする。 

２ 前項の森林作業道の管理の権限を有する者は、当該森林作業道の維持管理に努めるものとす

る。 

（森林作業道台帳等の整備） 

第 21条 事業主体は、前条第１項の森林作業道の開設等を実施したときは、森林作業道整備実施

基準第６に基づき森林作業道台帳を作成し整備するものとする。 

２ 事業主体は、前条第１項の森林作業道の管理の権限を有する者を定めた書面の写し及び前項

の森林作業道台帳の写しを、事業完了後に速やかに局長に提出するものとする。ただし、当該

森林作業道が同一森林所有者の森林内に開設され、当該森林所有者によって維持管理される場

合は、この限りでない。 

（搬出材積の算定方法） 

第 22条 事業主体は、間伐、更新伐、一貫作業、防火林帯整備又は花粉発生源植替えにより搬出

集積した伐採木の材積を検知により算定するものとする。ただし、これによることができない

ときは、次によるものとする。 

(１) 層積により材積を算定するときは、層積から実材積に換算する係数の根拠を明確にする

こと。 

(２) 重量から材積を推計し算定するときは、重量から材積に換算する係数の根拠を明確にす

ること。 

（補助金の返還について） 

第 23条 規則第７条第３項の規定により局長が補助金の交付の決定に付する条件は、次に掲げる

事項を含むものとする。 

(１) 森林環境保全直接支援事業のうち森林経営計画に基づいて行われたものについて、当該

森林経営計画の認定の取消しを受けたときは、既に交付された当該事業に係る補助金相当額

を返還すること。 

(２) 森林環境保全直接支援事業のうち実施権配分計画及び一括計画に基づいて行うものにつ

いて、次に掲げる日から起算して過去５年間以内に実施された事業に係る補助金相当額を返

還すること。 

 ア 実施配分計画に基づいて行うものについて、当該計画が森林経営管理法第 40条第１項及

び第２項各号の規定により取消しとなった場合は、当該取消しを受けた日 

 イ 一括計画に基づいて行うものについて、当該計画が同法第 52条第２項の規定により適用

される同法第 40条第１項及び第２項各号の規定により取消しとなった場合は、当該取消し

を受けた日 

 ウ 一括計画に基づいて行うものについて、同法第 52条第１項の規定による公告があった一

括計画の定めるところによる所有権の移転を受けた構想適合事業者（同法第 43条第３項第

２号に掲げる適合事業者をいう。）が計画に基づく施業ができない場合は、当該計画に基づ

く施業ができないと認められた日 

(３) 花粉発生源植替えのうち森林経営計画に基づかずに行われたものについて、当該花粉発

生源植替えを実施した森林が当該事業の完了年度の翌年度までに森林経営計画の対象である

森林にならないとき（天災その他のやむを得ない事情によるものとして局長が認めるときを

除く。）は、交付を受けた当該花粉発生源植替えに係る補助金相当額を返還すること。 
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(４) 更新伐、防火林帯整備又は花粉発生源植替えを実施した場合において、当該事業の完了

年度の翌年度の初日から起算して２年を経過した後更新が確実に図られていないと局長が判

断したときは、別に定める苗木の植栽により速やかに更新を図ることとし、これに従わない

場合は、交付を受けた更新伐、防火林帯整備又は花粉発生源植替えに係る補助金相当額を返

還すること。ただし、更新伐及び防火林帯整備にあっては、苗木の植栽以外の方法により確

実に更新が図られると局長が認めた場合は、この限りでない。 

(５) 長期育成循環施業（森林資源の循環利用を推進するために森林を長期に育成する施業を

いう。以下同じ。）において、個別林分型の更新伐を実施した場合にあっては更新伐を実施し

た後に立木の材積が長期育成循環施業に係る協定又は保全整備事業計画に定める維持すべき

立木の材積を下回る伐採を行ったとき、モザイク林誘導型の更新伐を実施した場合にあって

は施業実施年度の初日から起算して５年以内に伐区の隣接する区域において長期育成循環施

業の一環として更新伐を実施したときは、交付を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還す

ること。 

(６) 面的複層林施業における更新伐を実施した箇所について、立木の材積が保全整備事業計

画に定める維持すべき立木の材積を下回ることとなる伐採を行ったとき、又は完了年度の初

日から起算して 10年以内に伐区の隣接区域において更新伐を実施したときは、交付を受けた

更新伐に係る補助金相当額を返還すること。 

(７) 森林保全再生整備を実施した場合において、当該森林保全再生整備の実施に要する経費

について森林整備事業に係る補助金以外の補助金（国の補助に係るものに限る。）の交付を受

けたときは、当該森林保全再生整備につき交付を受けた森林整備事業に係る補助金相当額を

返還すること。 

２ 規則第７条第１項第２号に規定する別に定める事業は、更新伐、防火林帯整備、附帯施設等

整備及び森林作業道整備とする。 

３ 規則第７条第１項第３号に規定する「保全松林緊急保護整備その他別に定める事業」の別に

定める事業は、林相転換特別対策のうち野生鳥獣被害対策タイプ（緩衝林帯の整備を目的とし

て実施するものに限る。）とする。また、同号に規定する「別に定める事業により整備した施設」

の別に定める事業は、林相転換特別対策のうち林野火災対策タイプの実施に必要な行為又は林

業生産基盤整備道整備若しくは山村強靭化林道整備若しくは林業専用道整備とする。 

４ 規則第７条第１項第４号に規定する当該一体的に実施すべき事業は、森林環境保全整備事業

とし、他の国庫補助事業を含まないものとする。 

（東日本大震災復興特別会計の事業要件） 

第 24条 東日本大震災復興特別会計で行う森林環境保全直接支援事業の実施対象市町村は、盛岡

市、奥州市、一関市、遠野市、花巻市、北上市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、金ケ崎町、

平泉町、住田町、大槌町及び山田町とする。また、事業内容は、放射性物質対策と一体的に実

施するものとし、次のア、イ及びウのいずれかに該当するものとする。 

 ア 末木枝条の林内への集積又は小規模で簡易な編柵工・土留工（林床保全整備）と一体的

に実施する施業 

  イ のり面保護を実施する森林作業道整備 

  ウ その他森林からの土砂の流出防止に留意した森林整備 

 

附 則 

この要領は、令和８年度事業から適用する。 
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別記 

写 真 撮 影 基 準 

 

岩手県森林整備事業実施要領第６条第４項に規定する写真撮影基準は、この基準によるものとする。 

１ 写真の種類 

(1) 施行地の状況 

施行地ごとに、原則として同一箇所での作業前、作業中及び作業後の状況を撮影するものとする。 

(2) 間伐、更新伐、一貫作業、防火林帯整備及び花粉発生源植替えにおける搬出状況 

  生産された丸太の搬出状況を撮影するものとする。 

  なお、必要に応じて集積場所における集積状況を撮影するものとする。 

(3) 森林作業道整備における施工前及び施工後の状況 

   土量変化の大きい任意の箇所、地山に対して階段状に掘削施工した箇所等において、施工前及び

施工後の状況を撮影するものとする。 

 (4) 森林保全再生整備における作業前及び作業後の状況 

   ア 作業前の写真は、野生鳥獣による被害状況を撮影するものとする。 

   イ 作業後の写真において、野生鳥獣の捕獲等を実施した場合は、捕獲個体数を確認できるよう

撮影するものとする。 

２ 撮影の方法 

(1)  写真は、作業前、作業中及び作業後の状況が明確にわかるよう近景撮影及び遠景撮影するものと

し、補助金交付申請書に添付する作業種の写真は次表１のとおりとする。なお、表中の「近景」と

は、撮影対象から数ｍ程度、「遠景」とは、数十ｍ程度離れた位置からの撮影をいう。 

(2) 写真は、下記の事項等を記載した黒板等を含めて撮影すること。 

ア 撮影年月日 

イ 施行地名 

ウ 樹  種 

エ その他必要事項（森林保全整備において野生鳥獣の捕獲等を実施した場合は、事業名、事業主

体名、捕獲者名、捕獲日時、捕獲場所、捕獲個体数等） 

(3) 写真は、原則として撮影日及び位置情報が記録されたものとする。 

３ 写真撮影枚数及び補助金交付申請書への添付部数 

 (1) 撮影する箇所数は、森林施業については１施行地が１ha未満の場合は2箇所以上、１ha以上の

場合は、3箇所以上とする。 

(2) 補助金交付申請書への添付部数は、１施行地につき 2の(1)の次表１に掲げた部数とする。 

４ 写真の整備・保存 

写真は補助金関係書類と併せ、適切に整備するとともに、事業完了の翌年度の初日から起算して５

ケ年間保存するものとする。 

ただし、協定等を締結し、事業を実施したものについてはその期間満了まで保存するものとする。 

５ そ の 他 

森林所有者から受託されて実施する事業については、事業の透明化を図る観点から、撮影した写真

を森林所有者に提示できるよう整備しておくものとする。 
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表１ 補助金交付申請書へ添付する作業種ごとの写真 

作業種 施行地の状況 近景・遠景の別 補助金交付申請書への

添付部数 

（１施行地当たり） 

作業前 作業中 作業後 近景写真 遠景写真  

① 人工造林 地拵 ○ ○ ○ ○ ○ 各1部 

植栽 ○ ○ ○ ○ ○ 各1部 

② 特殊地拵、特定林地改良 ○ ○ ○ ○ ○ 各１部 

③ 下刈り ○ ― ○ ○ ○ 各１部 

④ 気象災害等に伴う被害木

の除去 
○ ― ○ ○ － 各1部 

⑤ 除伐、雪起こし、枝打ち及

び緩衝林帯整備 
○ ― ○ ○ ○ 

各1部 

⑥ 保育間伐 選木状況 ○ ― ○ － ○ 各1部 

伐採状況 ○ ― ○ ○ ○ 各1部 

⑦ 間伐、更新

伐、一貫作業、防

火林帯整備及び

花粉発生源植替

え 

選木状況 ○ ― ○ － ○ 各1部 

伐採状況 ○ ― ○ ○ ○ 各1部 

丸太搬出

状況 ― ○ ○ ○ － 

各1部（必要に応じて丸

太集積状況を撮影） 

⑧ 附帯施設等整備 
○ ○ ○ ○ ○ 各1部 

⑨ 森林作業道 

○ ○ ○ ○ ○ 

各1部 

⑩ 森林保全再生整備 ○ ○ ○ ○ ○ 各1部 

 

 

 

原則、延長 300ｍに１箇所

以上撮影すること。 
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別表１（第４条関係） 

事業種目 事業内容 事業主体 

１  森林環境保全直接

支援事業 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 間伐 

コ 更新伐 

サ 附帯施設等整備 

(ア) 鳥獣害防止施設等整備 

(イ) 林内作業場及び林内かん水

施設整備 

(ウ) 林床保全整備 

(エ) 荒廃竹林整備 

シ 森林作業道整備 

① 市町村 

② 森林所有者 

③ 森林組合等 

④ 森林整備法人等 

⑤  特定非営利活動

法人等（森林法施

行令 (昭和 2 6年政

令第 276号 )第 11条

第７号に掲げる特

定非営利活動法人

等をいう。以下同

じ。） 

⑥  森林所有者の団

体（森林法施行令

第 11条第８号に規

定 す る 団 体 を い

う。以下同じ。） 

⑦  森林経営計画策

定者（森林経営計

画の認定を受けた

者をいう。以下同

じ。） 

⑧  特定間伐等促進

計画において特定

間伐等の実施主体

に位置づけられた

者 

⑨  民間事業者（森

林経営管理法第 36

条第２項又は第 44

条第２項の規定に

より県が公表する

民 間 事 業 者 を い

う。以下同じ。） 

２ 特定機能回復事業   

(1) 森林緊急造成 ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

① 市町村 

② 森林組合等 

③ 森林整備法人等 

④  特定非営利活動
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オ 倒木起こし 

カ 除伐 

キ 附帯施設等整備 

(ア) 鳥獣害防止施設等整備 

(イ) 林内作業場及び林内かん水

施設整備 

(ウ) 林床保全整備 

(エ) 荒廃竹林整備 

ク 森林作業道整備 

法人等 

⑤ 民間事業者 

(2) 被害森林整備 ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 更新伐 

コ 附帯施設等整備 

(ア) 鳥獣害防止施設等整備 

(イ) 林内作業場及び林内かん水

施設整備 

(ウ) 林床保全整備 

(エ) 荒廃竹林整備 

サ 森林作業道整備 

シ 森林保全再生整備 

(ア) 鳥獣害防止施設の整備等 

(イ) 鳥獣の誘引捕獲 

 

① 市町村 

② 森林所有者 

③ 森林組合等 

④ 森林整備法人等 

⑤  特定非営利活動

法人等 

⑥  森林経営計画策

定者 

⑦ 民間事業者 

(3) 重要インフラ施設

周辺森林整備 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 更新伐 

コ 附帯施設等整備 

(ア) 鳥獣害防止施設等整備 

(イ) 林内作業場及び林内かん水

① 市町村 

② 森林組合等 

③ 森林整備法人等 

④  特定非営利活動

33法人等 

⑤ 民間事業者 
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施設整備 

(ウ) 林床保全整備 

(エ) 荒廃竹林整備 

サ 森林作業道整備 

( 4 )  林相

転換特別

対策 

1 )  花粉

発 生 源

対 策 タ

イプ 

ア 一貫作業 

イ 人工造林 

ウ 樹下植栽等 

エ 下刈り 

オ 更新伐 

カ 附帯施設等整備 

(ア) 鳥獣害防止施設等整備 

(イ) 林内作業場及び林内かん水

施設整備 

(ウ) 林床保全整備 

キ 森林作業道整備 

① 市町村 

② 森林組合等 

③ 森林整備法人等 

④  特定非営利活動

法人等 

⑤ 民間事業者 

 

2 )  林野

火 災 対

策 タ イ

プ 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 防火林帯整備 

コ 附帯施設等整備 

 (ア) 鳥獣害防止施設等整備 

 (イ ) 林内作業場及び林内かん

水施設整備 

 (ウ) 林床保全整備 

 (エ) 荒廃竹林整備 

サ 森林作業道整備 

① 市町村 

② 森林組合等 

③ 森林整備法人等 

④  特定非営利活動

法人等 

⑤ 民間事業者 

 3 )  野生

鳥 獣 被

害 対 策

タイプ 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 間伐 

コ 更新伐 

① 市町村 

② 森林組合等 

③ 森林整備法人等 

④  特定非営利活動

法人等 

⑤ 民間事業者 
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サ 緩衝林帯整備 

シ 附帯施設等整備 

 (ア) 鳥獣害防止施設等整備 

 (イ ) 林内作業場及び林内かん

水施設整備 

 (ウ) 林床保全整備 

 (エ) 荒廃竹林整備 

ス 森林作業道整備 

(5) 保全松林緊急保護

整備 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 除伐 

キ 保育間伐 

ク 衛生伐 

ケ 更新伐 

コ 附帯施設等整備 

(ア) 鳥獣害防止施設等整備 

(イ) 荒廃竹林整備 

サ 森林作業道整備 

① 市町村 

② 森林所有者 

③ 森林組合等 

④ 森林整備法人等 

⑤  森林所有者の団

 体 

⑥  森林経営計画策

定者 

⑦ 民間事業者 

３ 機能回復整備事業   

(1) 特定林地改良等 ア 特定林地改良 

イ 附帯施設等整備 

(ア) 林木被害防止施設等整備 

(イ) 荒廃竹林整備 

ウ 森林作業道整備 

① 市町村 

② 森林所有者 

③ 森林組合等 

④  森林整備法人等

（森林整備法人に

限る。） 

⑤  森林所有者の団

体 

(2) 耕作放棄地等森林

造成 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 間伐 

コ 更新伐 

サ 附帯施設等整備 

① 市町村 
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(ア) 林木被害防止施設等整備 

(イ) 林内作業場及び林内かん水

施設整備 

(ウ) 生育環境補完整備 

(エ) 荒廃竹林整備 

シ 森林作業道整備 

(3) 花粉発生源対策促

進事業 

ア 花粉発生源植替え 

イ 附帯施設等整備 

(ア) 林木被害防止施設等整備 

(イ) 林内作業場及び林内かん水

施設整備 

(ウ) 荒廃竹林整備 

ウ 森林作業道整備 

① 市町村 

② 森林所有者 

③ 森林組合等 

④ 森林整備法人等 

⑤  特定非営利活動

法人等 

⑥  森林所有者の団

 体 

⑦  森林経営計画策

定者 

⑧  特定間伐等促進

計画において特定

間伐等の実施主体

に位置づけられた

者 

（注１）事業主体のうち、森林緊急造成で実施する市町村に当たっては、自ら所有する森林以外で森

林所有者と協定を締結した森林、森林経営管理法第４条の規定により市町村が経営管理権の設定

を受けた森林、又は、寄付や分収林契約解除等により公有化した森林で実施する場合(自ら所有

する森林のうち、これらの施行地と隣接し、又は路網で直接接続するものであって、激甚災害に

よる被害の復旧を行う森林で実施する場合を含む。)に限る。 

（注２）事業主体のうち、被害森林整備又は林相転換特別対策を実施する市町村に当たっては、自ら

所有する森林、森林所有者と協定を締結した森林、又は森林経営管理法第４条の規定により経営

管理権の設定を受けた森林において事業を実施する場合に限る。 

（注３）事業主体のうち、森林緊急造成、被害森林整備又は林相転換特別対策を実施する森林組合等、

森林整備法人等、特定非営利活動法人等又は民間事業者に当たっては、自ら所有する森林で実施

する場合でなく、かつ、市町村及び森林所有者と協定を締結して事業を実施する場合に限る。 

（注４）事業主体のうち、被害森林整備を実施する森林所有者に当たっては、市町村と協定を締結し、

被害木の伐採、除去、その後の植栽のいずれかの事業を実施する場合に限る。 

（注５）事業主体のうち、重要インフラ施設周辺森林整備を実施する市町村に当たっては、自ら所有

する森林以外で森林所有者及び重要インフラ施設管理者と協定を締結して実施する場合又は、自

ら所有する重要インフラ施設周辺の森林において、自ら所有する森林以外の重要インフラ施設周

辺森林整備の施行地と一体的に実施する場合に限る。 
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（注６）事業主体のうち、重要インフラ施設周辺森林整備を実施する森林組合等、森林整備法人等、

特定非営利活動法人等又は民間事業者に当たっては、自ら所有する森林で実施する場合でなく、

かつ、市町村、重要インフラ施設管理者及び森林所有者と協定を締結した場合に限る。 

（注７）事業主体のうち、森林経営計画策定者に当たっては、当該計画の対象森林を含む林班内に存

する森林において事業を実施する場合に限る。 
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別表２（第４条関係） 

事業内容 対象となる範囲 

１ 人工造林 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、苗木の植栽、播

種並びに別に定める前生樹の伐倒及び除去 

林相転換特別対策のうち花粉発生源対策タイプにより植栽する場合は、１ヘ

クタール当たりの植栽本数を 2,000本以下とすることを基本とする。 

２ 樹下植栽等 次のいずれかに該当する整備 

ア 優良な育成複層林の造成を目的として上層木(森林の最上層を構成する立

木をいう。以下同じ。)が別に定める林齢の森林（長期育成循環施業又は面的

複層林施業の対象森林にあっては上層木が別に定める林齢の人工林）におい

て行う地拵え、樹下への苗木の植栽又は播種、不良木の淘汰、苗木の植栽又

は播種に伴って行う地表のかき起こし及び不用萌芽の除去 

イ 天然更新による森林の育成を目的として行う地拵え、天然の稚幼樹の発生

及び育成を促す地表のかき起こし、稚幼樹が少ない場合における苗木の植栽

又は播種、不用萌芽及び不用木の除去、不良木の淘汰並びに林木の枝葉の除

去 

３ 下刈り 別に定める林齢の森林において行う雑草及び雑木の除去 

４ 雪起こし 別に定める林齢の森林において行う雪圧による倒伏木の倒木起こし（倒木起

こしに該当するものを除く。） 

５ 倒木起こし 別に定める林齢の森林において行う気象害、火災、病虫害等（以下「気象害

等」という。）による倒伏木の倒木起こし 

６ 枝打ち 別に定める林齢の森林において行う林木の枝葉の除去又は保育間伐、間伐若

しくは更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去 

７ 除伐 別に定める林齢の森林において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良

木の淘汰 

８ 保育間伐 適正な密度管理を目的として別に定める要件を満たす森林において行う不用

木（侵入竹を含む。）の除去及び不良木の淘汰 

ただし、被害森林整備及び重要インフラ施設周辺森林整備により実施すると

きは、不用木等（被害木を含む。）の搬出及び集積を含むことができる。 

９ 間伐 適正な密度管理を目的として別に定める林齢の森林において行う不用木（侵

入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰並びにこれら除去又は淘汰した不用木等

の搬出及び集積 

10 更新伐 次のいずれかに該当する整備 

ア 育成複層林の造成及び育成、人工林の広葉樹林化の促進又は天然林におけ

る質的及び構造的な改善のための適正な更新を目的として別に定める林齢の

森林において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木及

びあばれ木の伐倒並びにこれら除去又は淘汰した不用木等（被害木を含む。）

の搬出及び集積 

イ 長期育成循環施業において、人工林における育成複層林の造成及び育成を

目的として別に定める林齢の森林において行う不用木(侵入竹を含む。)の除

去、不良木の淘汰、支障木及びあばれ木の伐倒並びにこれら除去又は淘汰し

た不用木等の搬出及び集積 

ウ 長期育成循環施業において、人工林における育成複層林の造成及び育成を

目的として別に定める林齢の森林において行う不用木(侵入竹を含む。)の除

去、不良木の淘汰、支障木及びあばれ木の伐倒並びにこれら除去又は淘汰し



2 

 

事業内容 対象となる範囲 

た不用木等の搬出及び集積 

11 一貫作業 林相転換を目的として別に定める林齢の森林において行う不用木（侵入竹を

含む。）の除去、不良木の淘汰及び支障木、あばれ木等の伐倒並びにこれら除

去、淘汰又は伐倒した不用木等の搬出及び集積、地拵え並びに苗木の植栽の各

作業を並行又は連続して行うもの 

12 特定林地改良 土壌の改良による森林の生産力の回復を目的として行う地拵え、苗木の植

栽、播種及び施肥並びに特定農山村地域における農林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律(平成５年法律第72号)第２条第１項に規定する特

定農山村地域の林木の育成に適さない土地において行う別に定める事業 

13 花粉発生源植替え 花粉の発生源となっている森林において行う立木の伐倒、搬出及び集積、地

拵え並びに苗木の植栽 

14 衛生伐 松くい虫の繁殖源を除去し、松林の健全な育成又は保全を図ることを目的と

して行う、被害木を含む不用木及び不良木の伐倒、搬出、集積、破砕、焼却及

び薬剤処理 

15 防火林帯整備 防火林帯の整備を目的とする不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰、

支障木やあばれ木等の伐倒、搬出集積 

16 緩衝林帯整備 野生鳥獣被害対策として、緩衝林帯の整備のために行う不用木（侵入竹を含

む。）の除去 

17 附帯施設等整備 １から16の事業内容のいずれかと一体的に実施され、次のいずれかに該当す

る施設の整備等 

(１) 鳥獣害防止施

設等整備 

次のいずれかに該当する鳥獣施設等の整備 

ア 施設等整備 健全な森林の造成及び保全を目的として行う野生鳥獣による

森林の被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための施設等の整備 

イ 施設改良 既に整備された鳥獣害防止施設(森林法(昭和 26 年法律第 249

号)第 10 条の５第１項に規定する市町村森林整備計画において、同条第２

項第９号に規定する鳥獣害防止森林区域として定められた区域内に整備さ

れたものに限る。以下同じ。)の改良 

(２) 林内作業場及

び林内かん水施設

整備 

苗木仮植場、資機材置場、間伐材の搬出、集積等のための林内作業場及び林

内かん水施設の整備 

(３) 林床保全整備 造林地の保全を目的として行う土壌の適性の維持を図るための、枝葉の除去、

客土、整地、耕うん、苗木の植栽、播種、施肥及び雑草及び雑木の除去並びに

間伐材等の活用による小規模で簡易な排水工、土留工等 

(４) 林木被害防止

施設等整備 

多様な森林の造成・保全を目的として行う林木の被害の防止等に必要な施設

等の整備 

(５) 生育環境補完

整備 

造林木の確実かつ早急な成長を図るために行う筋工及び伏工等の簡易な工作

物の設置 

(６) 荒廃竹林整備 周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備 

ただし、１から 10まで、15及び 16の事業内容のいずれかと一体的に実施す

るものに限ることとし、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事業量が一体的に実

施する施業に係る事業量を超えないものとする。 

18 森林作業道整備 森林作業道の開設、改良及び復旧であって、知事が適当と認めるもの。 

ただし、開設については、１から 15の事業内容のいずれかと一体的に実施す

るもの。 

19 森林保全再生整備 野生鳥獣による別に定める被害が発生した森林において行う次のいずれかに

該当する施設の整備等 

ア 鳥獣害防止施設の整備等 野生鳥獣による森林の被害の防止、野生鳥獣の



3 

 

事業内容 対象となる範囲 

移動の制御等を図るための施設等の整備及び既に整備させた鳥獣害防止施設

の改良 

イ 鳥獣の誘引捕獲 野生鳥獣を誘引し、捕獲すること（当該捕獲のために必

要な施設の整備等を含む。）   
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別表３（第８条関係） 

申請書及び添付書類 様 式 

森林整備補助金交付申請書 様式第１号 

１ 森林整備事業実施内訳書 

  ※様式第２－１号に定める森林整備事業補助金申請内訳書及び様式第２－２号

に定める森林所有者一覧をいう。 

様式第２－１号 

様式第２－２号 

２ 施業図 様式第３号 

３ 施業箇所位置図（５万分の１地形図） 任意様式 

４ 樹苗需給確認証（樹苗需給の対象樹種に限る。） 別に定める。 

５ 搬出材積集計表 

（間伐、更新伐、一貫作業、防火林帯整備又は花粉発生源対策促進事業の花粉発生

源植替えの申請に限る。） 

様式第４号 

６ 社会保険等加入状況調査表 

（※施行地ごとに事業に従事した現場労働者に係る社会保険等の加入状況を記載

するもの。ただし、直営施行等であって、年度当初に一括して社会保険等の

加入状況を確認できる場合にあっては添付を省略することができる。） 

様式第５号 

７ 補助金の交付申請又は受領に係る委任状 

（代理人を定めて提出する場合に限る。） 
別に定める。 

８ 森林整備完了届 

（代理人を定めて交付申請する場合に、事業主体から代理人に提出する。） 
－ 

９ 森林作業道に係る出来高設計書 任意様式 

10 実行経費内訳書 

（※市町村が請負に付して実行した事業、森林保全再生整備又は森林作業道のうち

標準断面又は標準設計が適用できない部分に係るもの。） 

様式第６－１号 

様式第６－２号 

11 森林作業道整備線形図 

（縮尺５千分の１の森林計画図に線形、延長、標準断面及び標準設計を適用した部

分並びに当該部分について適用した標準断面及び標準設計を記載したもの。ただ

し、２の施業図に必要事項を記載した場合に貼付を省略することができる。） 

任意様式 

12 受委託契約書の写し（森林所有者との受委託契約により事業を実施した場合）、

分収林契約書等の写し（分収方式による森林施業等を実施した場合）、森林法施

行令第11条第８号に規定する森林所有者の団体の規約の写し、特定機能回復事業

の実施に係る協定等、その他事業主体が事業を実施する権限を有することを示す

協定書、同意書の写し等 

－ 

13 施業面積等一覧表（森林共同施業団地対象民有林における間伐、更新伐の申請

に限る。） 
任意様式 

14 伐採及び伐採後の造林の届出書の写し又は伐採及び伐採後の造林の届出の提出

を要しなかったことを示す書類（人工造林及び樹下植栽等に限る。） 
別に定める。 

15 森林所有者であること及び施行所在地を確認できる書類の写し 別に定める。 

16 納税対応状況申出書（法人又は個人事業主に限る。） 様式第７号 

17 森林整備事業に係る審査チェックリスト 別に定める。 

18 現地写真（実施要領第６条第４項に規定する写真撮影基準別表に規定する現地

写真） 
 

19 保育間伐の実施に係る平均胸高直径確認調査調書 別に定める。 

20 森林経営計画の策定に関する念書 別に定める。 

21 野生鳥獣による被害箇所を確認できる書類、協議会と連絡調整を図ったことを

示す書類、本事業以外の国庫補助事業の支援を受けないことを誓約する書類（森

林保全再生整備を実施する場合に限る。） 

別に定める。 

22 林野火災特別地域対策事業計画又は当該計画が策定される見込みであることが

わかる書類（林相転換特別対策のうち林野火災対策タイプで実施する場合に限

る。） 

－ 
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申請書及び添付書類 様 式 

23 地域防災計画等に防火林帯と林野火災防止対策が位置づけられていることがわ

かる書類（林相転換特別対策のうち林野火災対策タイプで実施する場合に限る。） 
－ 

24 防火林帯を管理する者を明らかにする書類（林相転換特別対策のうち林野火災

対策タイプを実施する場合に限る。） 
－ 

25 頭数管理及び人の生活圏との棲み分けに係る対策が位置づけられている計画又

は当該計画が策定される見込みであることがわかる書類（林相転換特別対策のう

ち野生鳥獣被害対策タイプで実施する場合に限る。） 

－ 

26 針広混交林化や広葉樹林化を行う区域や整備の考え方、緩衝林帯の整備の方針

や実施箇所等の事業実施方針（林相転換特別対策のうち野生鳥獣被害対策タイプ

で実施する場合に限る。） 

－ 

27 緩衝林帯を管理する者を明らかにする書類（林相転換特別対策のうち野生鳥獣

被害対策タイプで実施する場合に限る。） 
－ 

28 安全チェックシート 

「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向

け（令和３年２月26日付け２林政経第458号林野庁長官通知）に定める「農林水産

業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：林業）事業者向けチェックシ

ート」 

なお、過去１年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、

その写しをもって、これに代えることができる。また、過去１年間に本事業にお

いてチェックシートを提出している場合はチェックリシートの提出を省略でき

る。 

別に定める。 

29 「みどりチェック」チェックシート 

過去１年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写

しをもって、これに代えることができる。また、過去１年間に本事業においてチ

ェックシートを提出している場合はチェックシートの提出を省略できる。 

※実際に事業を行った者が記入したものとする。 

様式第13号 

30 森林作業道作設に係るチェックリスト 様式第14号 

31 その他所管する局長が必要と認める書類   



 

 

別表４（第 14条関係） 標準単価の対象経費 

 

事業内容 対象因子 

人工造林 
地拵え費、苗木代、苗木運搬費、植付け費、支障木等伐倒費、 

雑草木除去費 

樹下植栽等 
地拵え費、苗木代、苗木運搬費、植付け費、不用木除去費、不良木淘汰費、 

不用萌芽除去費、雑草木除去費、枝葉除去費 

下刈り 雑草木除去費、薬剤代 

雪起こし 倒木起こし費、テープ（縄）代 

倒木起こし 倒木起こし費、テープ（縄）代 

枝打ち 枝葉除去費 

除伐 不用木除去費 

保育間伐 不用木除去費、不良木淘汰費 

間伐 不用木除去費、不良木淘汰費、搬出集積費 

更新伐 不用木除去費、不良木淘汰費、支障木等伐倒費、搬出集積費 

花粉発生源植替え 
支障木等伐倒費、搬出集積費、機械地拵え費、苗木代、苗木運搬費、植付け

費 

鳥獣害防止施設等整備 
伐開費、忌避剤散布費、支柱布設費、ネット取付費、食害防止ﾁｭーﾌ設゙置費、

資材運搬費、資材費 

衛生伐 
不用木除去費、薬剤処理費、不良木淘汰費、破砕費、搬出集積費、焼却費、 

資材費、資材運搬費 

一貫作業 支障木等伐倒費、搬出集積費、地拵え費、苗木代、苗木運搬費、植付け費 

防火林帯整備 支障木等伐倒費、搬出集積費 

緩衝林帯整備 不用木除去費 

森林作業道整備 伐開費、除根費、土工費、工作物設置費 

 （注）苗木運搬費は、仮植地から造林地までの運搬費とする。 

 （注）搬出集積費は、作業ポイントまでの搬出集積を含むものとする。 

 



様式第１号（別表３関係）

広域振興局長 様

（Ａ４）

年　月　日

住 所

氏 名

森 林 整 備 補 助 金 交 付 申 請 書

振興局受付印

法人にあっては、主たる事務所の所在地、
名称及び代表者の氏名

市町村受付印

　　年度において、別紙内訳書のとおり森林整備事業（　　　　　　　　　事業）実施したので、森林整備補助金交付規則第４条の規
定により、関係書類を添えて補助金の交付を申請します。





様式第２－１号

申請者

森林整備事業補助金申請内訳書

事業主体 事業形態 樹種 面積 植栽本数 被害率 (特定間伐促進計画等)林小班（代表） 着工年月日 雇用契約 備考

大字 字 受託区分 林齢 （間伐率） 延長 実施率 認定番号・年月日

森林所有者 森林保険 （植栽年度） 搬出材積 材積 実行経費 （森林経営計画） 図面番号 完了年月日 査定区分 事業実行者

事　務　所 市　町　村 補 助 事 業 区 分

整
理
番
号

申請番号
枝
番

事業箇所(路線名)

事業区分 造林種類

地　　番

1 / 1 ﾍﾟｰｼﾞ



様式第２－２号

申請者 補 助 事 業 区 分

森林所有者一覧

大字 字 郵便番号 住所 電話番号事業主体 森林所有者氏名 所有者氏名フリガナ事業区分 造林種類

地　　番

事　務　所

番
号

市　町　村

整
理
番
号

申請番号
枝
番

事業箇所(路線名)

1 / 1 ﾍﾟｰｼﾞ



 

様式第３号（別表３関係）  

 

施     業     図 
 

 

 １  申請番号   第     号  

 ２  事業主体名  

 ３  施行面積  

 

 

 

 

 

 

備考１  施行面積は、原則実測による。ただし、精度の高い既存の図面等を

用いることも可。（精度の高い図面の使用に際しては、現地検査にお

いて検査員から主要測点の復元を求められた場合は、事業主体が復元

できるものに限る。）  

  ２  間伐、更新伐及び一貫作業に係る交付申請の場合は、既設の森林作

業道の線形及び延長を記載すること。  

   ３  １箇所 0.01ヘクタール以上の除地がある場合は、施業図に図示する

こと。  

   ４  施業図には、方位、縮尺及び事業地付近の道路その他目標になるも

のを表示すること。  

５  実測野帳は、申請者が保管すること。  

 

 

                                （Ａ４） 

 

 

 



様式第４号

申請者

搬出材積集計表

事業主体 樹種 補助対象面積 備考

大字 字 林齢 （間伐率） 証明書等 搬出方法

森林所有者 （植栽年度） 搬出材積

事　務　所 市　町　村 補 助 事 業 区 分

整
理
番
号

申請番号
枝
番

事業箇所(路線名)

事業区分 造林種類

地　　番

1 / 1 ﾍﾟｰｼﾞ



様式第５号

市町村

社会保険等の加入実態状況調査表

作業従事者 直営・請負 雇用形態 備考

加入 6点 加入 1点 加入 5点 加入 10点 加入 種別 2点/3点 計

事　務　所 申請者 補助事業区分

整
理
番
号

申請番号
枝
番

番
号

労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金保険
退職金共済

林退共・中退共・建退共



様式第6-1号　(第10条関係)

実 行 経 費 内 訳 書 （市町村が請負(委託含む）に付す場合）

事業主体名

事業内容

　森林の所在

　作業種名

　数量（ha、ｍ、ｍ3）

項　目 金　額　(円） 備　　考

設計額（税込）

契約額（税込）
Ａ

資材費（税込）
※

Ｂ

実行経費（税込）
Ｃ＝Ａ＋Ｂ

※資材費が契約に含まれない場合

注） 設計書（写）及び契約書(写)を添付すること。



様式第6-2号　(第10関係)

実 行 経 費 内 訳 書 （森林作業道）

事業主体名

事業内容

　路線名

　所在地

　幅員・延長（ｍ）
　幅員
　延長

項　目 金　額　(円） 備　　考

設計額（税込）

契約額（税込）
Ａ

資材費（税込）※

Ｂ

実行経費（税込）
Ｃ＝Ａ＋Ｂ

※資材費が契約に含まれない場合

注） 設計書（写）及び契約書(写)を添付すること。



 

様式第７号（別表３関係） 

年  月  日 

 

納 税 対 応 状 況 申 出 書 

  

 

   広域振興局長  様 

 

住所 

 氏名 

  

  

 

 

 

 

       年度森林整備補助金の交付申請にあたり、消費税法に基づく納税対応

について下記のとおり申出します。 

記 

納 税 対 応 （ 予 定 ） 消費税の対応 該 当 事 項 

１ 免税事業者 消費税込  

２ 課税事業者   

(1) 原則課税業者 消費税抜  

(2) 簡易課税業者 消費税込  

備 考 該当事項欄に○を記載すること。 

 

注１）本様式は、補助施行地の森林の所有者が、法人又は個人事業主の場合のみ提出

するもの。 

注２）  免税事業者：消費税を国に納付する義務が免除されている者。 

  課税事業者：消費税を国に納付する義務を有する者。 

 原則課税業者：課税事業者のうち、簡易課税業者以外の事業者。 

簡易課税業者：簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出してい

る事業者。 

法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及

び代表者の氏名 



 

様式第８号（第 10条関係） 

指令   第    号 

 

住所 

氏名 

 

     年  月  日付   第   号で申請のあった    年度森林整備事業に対し、

森林整備補助金交付規則（昭和 48年岩手県規則第 73号）第５条の規定により、下記の条件を付

けて、森林整備（      事業）補助金    円を交付します。 

 

      年  月  日 

 

広域振興局長 

 

 

１ 事業主体は、岩手県補助金交付規則（昭和 32年岩手県規則第 71号）、森林整備補助金交付規

則（昭和 48年岩手県規則第 73号。以下「規則」という。）に従わなければならない。 

２ 事業主体は、次の各号における措置を取らなければならない。 

(１) 補植、保育等成林に必要な保育管理を行うこと。 

(２) 事業実施年度以降５年以上の森林保険に加入すること（衛生伐、更新伐、防火林帯整備、

附帯施設等整備及び森林作業道整備に係る補助を除く。）。 

３ 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び施行地ごと

に収入及び支出を整理した施行台帳を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当

該補助事業完了後５カ年間（協定等を締結し、事業を実施したものについてはその期間満了ま

で）保存しなければならない。 

４ 事業主体は、次に掲げる補助金返還事案が発生しないように市町村等と十分な調整を図ると

ともに、補助事業の施行地の適正な管理と森林所有者への指導を行わなければならない。また、

返還事案が発生した場合は速やかに補助金を返還しなければならない。 

(１) 補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して５年以内（特定機能回復事業（保全松

林緊急保護整備及び林相転換特別対策のうち野生鳥獣被害対策タイプ（緩衝林帯の整備を目

的として実施するものに限る。）を除く。）にあっては、補助事業の完了年度の翌年度の初日

から起算しておおむね 10年を経過するまでの間）に当該補助事業の施行地を森林以外の用途

に転用（補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさ

せた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）する行為又は補助事

業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為（林相転換特別対策のうち林野火災対策タイ

プの実施に必要な行為又は林業生産基盤整備道整備若しくは山村強靱化林道整備若しくは林

業専用道整備により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。）その他補助目的を

達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ当該補助事業の施行地を

所管する広域振興局長（以下「局長」という。）にその旨を届け出るとともに、当該行為をし

ようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。 

(２)  森林環境保全直接支援事業のうち森林経営計画に基づいて行われたものについて、当該

計画の認定の取消しを受けたときは、既に交付された当該事業に係る補助金相当額を返還す

ること。 

（３） 森林環境保全直接支援事業のうち森林経営管理法（平成30年法律第35号）第35条第１項

に規定する経営管理実施権配分計画（以下「実施権配分計画」という。）及び同法第51条第１



 

項に規定する権利集積配分一括計画（以下「一括計画」という。）に基づいて行うものについ

て、次に掲げる日から起算して過去５年間以内に実施された事業に係る補助金相当額を返還

すること。 

ア 実施権配分計画に基づいて行うものについて、当該計画が同法第40条第１項及び第２項

各号の規定により取消しとなった場合は、当該取消しを受けた日 

イ 一括計画に基づいて行うものについて、当該計画が同法第52条第２項の規定により適用

される同法第40条第１項及び第２項各号の規定により取消しとなった場合、当該取消しを

受けた日 

ウ 一括計画に基づいて行うものについて、同法第52条第１項の規定による公告があった一

括計画の定めるところによる所有権の移転を受けた構想適合事業者（同法第43条第３項第

２号に掲げる適合事業者をいう。）が計画に基づく施業ができない場合は、当該計画に基づ

く施業ができないと認められた日 

(４) 花粉発生源植替えのうち森林経営計画に基づかずに行われたものについて、当該花粉発

生源植替えを実施した森林が森林整備事業の完了年度の翌年度までに森林経営計画の対象で

ある森林にならないとき（天災その他のやむを得ない事情によるものとして局長が認めると

きを除く。）は、交付を受けた当該花粉発生源植替えに係る補助金相当額を返還すること。 

(５)  更新伐、防火林帯整備又は花粉発生源植替えを実施した場合において、当該事業の完了

年度の翌年度の初日から起算して２年を経過した後更新が確実に図られていないと局長が判

断したときは、別に定める苗木の植栽により速やかに更新を図ることとし、これに従わない

場合は、交付を受けた更新伐、防火林帯整備又は花粉発生源植替えに係る補助金相当額を返

還すること。ただし、更新伐及び防火林帯整備について、苗木の植栽以外の方法により確実

に更新が図られると局長が認めた場合はこの限りでない。 

(６) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的

に実施すべき事業を実施すべき期間を経過してもなお実施しないときは、当該交付を受けた

補助金相当額を返還すること。 

(７) 長期育成循環施業において、個別林分型の更新伐を実施した場合にあっては更新伐を実

施した後に立木の材積が長期育成循環施業に係る協定又は森林環境保全整備事業計画に定

める維持すべき立木の材積を下回る伐採を行ったとき、モザイク林誘導型の更新伐を実施し

た場合にあっては施業実施年度の初日から起算して５年以内に伐区の隣接する区域におい

て長期育成循環施業の一環として更新伐を実施したときは、交付を受けた更新伐に係る補助

金相当額を返還すること。 

(８) 面的複層林施業における更新伐を実施した箇所について、立木の材積が森林環境保全整

備事業計画に定める維持すべき立木の材積を下回ることとなる伐採を行ったとき、又は完了

年度の初日から起算して10年以内に伐区の隣接区域において更新伐を実施したときは、交付

を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還すること。 

(９) 森林保全再生整備を実施した場合において、当該森林保全再生整備の実施に要する経

費について森林整備事業に係る補助金以外の補助金（国の補助に係るものに限る。）の交

付を受けたときは、当該森林保全再生整備につき交付を受けた森林整備事業に係る補助金

相当額を返還すること。 

５ 規則第８条の規定による決定に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合に

おけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計

算した加算金を県に納付させることがある。 

 



 

様式第９号（第 10条関係） 

指令   第    号 

 

住所 

氏名                ら 

補助金申請内訳書記載の事業主体   人 

上記代理人：         

 

     年  月  日付   第   号で申請のあった    年度森林整備事業に対し、

森林整備補助金交付規則（昭和 48年岩手県規則第 73号）第５条の規定により、下記の条件を付

けて、森林整備（       事業）補助金      円を交付します。 

 

      年  月  日 

 

広域振興局長 

 

 

１ 森林整備補助金交付額の内訳は、別紙明細書のとおりとする。 

２ 代理人は、当該補助金の交付の条件について、事業主体に周知しなければならない。 

３ 事業主体は、岩手県補助金交付規則（昭和 32年岩手県規則第 71号）、森林整備補助金交付規

則（昭和 48年岩手県規則第 73号。以下「規則」という。）に従わなければならない。 

４ 事業主体は、次の各号における措置を取らなければならない。 

(１) 補植、保育等成林に必要な保育管理を行うこと。 

(２) 事業実施年度以降５年以上の森林保険に加入すること（衛生伐、更新伐、防火林帯整備、

附帯施設等整備及び森林作業道整備に係る補助を除く。）。 

５ 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び施行地ごと

に収入及び支出を整理した施行台帳を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当

該補助事業完了後５カ年間（協定等を締結し、事業を実施したものについてはその期間満了ま

で）保存しなければならない。 

６ 事業主体は、次に掲げる補助金返還事案が発生しないように市町村等と十分な調整を図ると

ともに、補助事業の施行地の適正な管理を行わなければならない。また、返還事案が発生した

場合は速やかに補助金を返還しなければならない。 

(１) 補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して５年以内（特定機能回復事業（保全松

林緊急保護整備及び林相転換特別対策のうち野生鳥獣被害対策タイプ（緩衝林帯の整備を目

的として実施するものに限る。）を除く。）にあっては、補助事業の完了年度の翌年度の初日

から起算しておおむね 10年を経過するまでの間）に当該補助事業の施行地を森林以外の用途

に転用（補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさ

せた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）する行為又は補助事

業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為（林相転換特別対策のうち林野火災対策タイ

プの実施に必要な行為又は林業生産基盤整備道整備若しくは山村強靱化林道整備若しくは林

業専用道整備により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。）その他補助目的を

達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ当該補助事業の施行地を

所管する広域振興局長（以下「局長」という。）にその旨を届け出るとともに、当該行為をし

ようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。 

(２)  森林環境保全直接支援事業のうち森林経営計画に基づいて行われたものについて、当該



 

計画の認定の取消しを受けたときは、既に交付された当該事業に係る補助金相当額を返還す

ること。 

（３） 森林環境保全直接支援事業のうち森林経営管理法（平成30年法律第35号）第35条第１項

に規定する経営管理実施権配分計画（以下「実施権配分計画」という。）及び同法第51条第１

項に規定する権利集積配分一括計画（以下「一括計画」という。）に基づいて行うものについ

て、次に掲げる日から起算して過去５年間以内に実施された事業に係る補助金相当額を返還

すること。 

ア 実施権配分計画に基づいて行うものについて、当該計画が同法第40条第１項及び第２項

各号の規定により取消しとなった場合は、当該取消しを受けた日 

イ 一括計画に基づいて行うものについて、当該計画が同法第52条第２項の規定により適用

される同法第40条第１項及び第２項各号の規定により取消しとなった場合、当該取消しを

受けた日 

ウ 一括計画に基づいて行うものについて、同法第52条第１項の規定による公告があった一

括計画の定めるところによる所有権の移転を受けた構想適合事業者（同法第43条第３項第

２号に掲げる適合事業者をいう。）が計画に基づく施業ができない場合は、当該計画に基づ

く施業ができないと認められた日 

(４) 花粉発生源植替えのうち森林経営計画に基づかずに行われたものについて、当該花粉発

生源植替えを実施した森林が森林整備事業の完了年度の翌年度までに森林経営計画の対象で

ある森林にならないとき（天災その他のやむを得ない事情によるものとして局長が認めると

きを除く。）は、交付を受けた当該花粉発生源植替えに係る補助金相当額を返還すること。 

(５)  更新伐、防火林帯整備又は花粉発生源植替えを実施した場合において、当該事業の完了

年度の翌年度の初日から起算して２年を経過した後更新が確実に図られていないと局長が判

断したときは、別に定める苗木の植栽により速やかに更新を図ることとし、これに従わない

場合は、交付を受けた更新伐、防火林帯整備又は花粉発生源植替えに係る補助金相当額を返

還すること。ただし、更新伐及び防火林帯整備について、苗木の植栽以外の方法により確実

に更新が図られると局長が認めた場合はこの限りでない。 

(６) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的

に実施すべき事業を実施すべき期間を経過してもなお実施しないときは、当該交付を受けた

補助金相当額を返還すること。 

(７) 長期育成循環施業において、個別林分型の更新伐を実施した場合にあっては更新伐を実

施した後に立木の材積が長期育成循環施業に係る協定又は森林環境保全整備事業計画に定

める維持すべき立木の材積を下回る伐採を行ったとき、モザイク林誘導型の更新伐を実施し

た場合にあっては施業実施年度の初日から起算して５年以内に伐区の隣接する区域におい

て長期育成循環施業の一環として更新伐を実施したときは、交付を受けた更新伐に係る補助

金相当額を返還すること。 

(８) 面的複層林施業における更新伐を実施した箇所について、立木の材積が森林環境保全整

備事業計画に定める維持すべき立木の材積を下回ることとなる伐採を行ったとき、又は完了

年度の初日から起算して10年以内に伐区の隣接区域において更新伐を実施したときは、交付

を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還すること。 

(９)  森林保全再生整備を実施した場合において、当該森林保全再生整備の実施に要する経

費について森林整備事業に係る補助金以外の補助金（国の補助に係るものに限る。）の交付

を受けたときは、当該森林保全再生整備につき交付を受けた森林整備事業に係る補助金相当

額を返還すること。 

７ 規則第８条の規定による決定に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補

助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合に



 

おけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年 10.95パーセントの割合で計

算した加算金を県に納付させることがある。 



 

様式第 10号（第 13条関係） 

 

 

森 林 整 備 事 業 委 託 契 約 書（参考例） 

 

委託者       （以下「甲」という。）と受託者     （以下「乙」という。）とは、

第１条に定める森林整備事業を行うため、次のとおり契約を締結する。 

（事業内容） 

第１条 甲が乙に委託する事業の内容は、次のとおりとする。 

(1) 事 業 名 

(2) 事 業 地 

(3) 事業面積 

(4) 事業期間  着手予定      年  月  日 

完了予定      年  月  日 

  (5) 仕  様  別紙仕様書のとおり 

 （事業の実行） 

第２条 乙は第１条に定める期間内に誠意をもって事業を行うものとする。 

２ 甲は、乙に対し、委託事業費の見積書を請求することができるものとする。 

 （完了確認） 

第３条 乙は事業終了後、しゅん工について甲の確認を得るものとする。 

 （交付申請等） 

第４条 乙は、乙の名義で森林整備補助金の交付申請・請求及びその受領をするものとする。 

２ 乙は、広域振興局長から補助金の交付があったときは、速やかに付された補助金額を甲に通

知しなければならない。 

（精算報告） 

第５条 乙は、補助金の交付決定後速やかに受託事業精算書を甲に提出しなければならない。 

 （委託費の支払） 

第６条 甲は、乙に対して委託費（第５条の精算額とする。）を乙の請求後速やかに支払わなけれ

ばならない。 

 （委託費の概算払） 

第７条 乙は、甲に対し事業状況により概算払の請求ができるものとする。 

 （補助金の返還） 

第８条 甲は、乙がこの契約に基づき、森林整備事業の補助金交付申請を行う場合、広域振興局

長から乙に対して通知される補助金交付決定の条件を遵守しなければならない。 

２ 甲は、補助事業の施行地を補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して５年以内（特定

森林整備補助金交付申

請・請求及び受領を甲

の名義で行う場合は、

この条文は除外。 



 

機能回復事業（保全松林緊急保護整備及び林相転換特別対策のうち野生鳥獣被害対策タイプ（緩

衝林帯の整備を目的として実施するものに限る。）を除く。）にあっては、補助事業の完了年度

の翌年度の初日から起算しておおむね 10年を経過するまでの間）に当該補助事業の施行地を森

林以外の用途に転用（補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等

の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）する行為又

は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為（林相転換特別対策のうち林野火災対

策タイプの実施に必要な行為又は林業生産基盤整備道整備若しくは山村強靱化林道整備若しく

は林業専用道整備により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。）その他補助目的

を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ当該補助事業の施行地を

所管する広域振興局長にその旨を届け出るものとする。 

第９条 乙は、乙の責任に帰属しない事由で広域振興局長から補助金補助金の返還を求められた

ときは、速やかにその旨甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、速やかにその金額を乙に支払わなければならない。 

 （事後処理） 

第 10 条 この事業に関し、甲の責任に属しない事故（補助金返還を含む。）が生じたときは、乙

が責任をもって処理するものとする。 

 （補 則） 

第 11条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上定めるものとする。 

上記契約の証として本書２通を作成し、甲乙各１通保有する。 

 

      年  月  日 

 

 甲 住所 

 氏名                 印 

 

乙 住所 

名称                 印 

 

（注）１ 共同契約による場合は、甲の住所、氏名欄に「本人兼○○他○名代表○○」とし、契

約書の次頁に代表者を含めた委託者全員の住所、氏名を列挙し、契約書の頁との間に甲

（代表者）と乙が割印をする。 

２ 本様式は、森林組合等が森林所有者からの受託により事業を実施する場合に使用する。 

３ 森林所有者については、自筆による署名又は記名押印を行うものとする。 

４ 第５条の請求は、森林災害等復旧造林事業についてのみ適用させること。 

５ 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77



 

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）又は暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）又は暴力団員等がその事業活動

を支配する者に該当しないことの表明及び将来にわたっても該当しないことの確約を示

していない委託先と契約を締結する場合は、暴力団排除条項を盛り込むこと。 



様式第11号

申請者

森林整備事業補助金交付明細書

事業主体 樹種 面積 植栽本数 被害率 標準単価 間接費率 査定経費 国補助額 県補助額 備考

大字 字 受託区分 林齢 （間伐率） 延長 実施率 査定係数 (現場監督費) (標準経費) 義務負担 （補助区分）

森林所有者 （植栽年度）搬出材積 材積 事業形態 （社会保険料等） (実行経費) 補助額合計 嵩上 （査定区分）

事　務　所 市　町　村 補 助 事 業 区 分

整
理
番
号

申請番号
枝
番

事業箇所(路線名)

事業区分 造林種類

地　　番

1 / 1 ﾍﾟｰｼﾞ



様式第12号（第８条関係）

森林整備完了届（例）

樹種 面積 植栽本数 被害率 （特定間伐促等進計画等） 林小班（代表） 着工年月日 雇用契約 備考

大字 字 林齢 （間伐率） 延長 実施率 認定番号・年月日

（植栽年度）搬出材積 材積 実行経費 （森林経営計画） 図面番号 完了年月日 査定区分 事業実行者

使用苗木 その他必要な事項

上記のとおり完了したので届けます。なお、森林整備事業補助金交付申請の手続きをお願いします。
年　　月　　日

代理申請者 様

事業主体　住所

氏名

整
理
番
号

申請番号
枝
番

事業箇所(路線名)

事業区分 造林種類

地　　番

1 / 1 ﾍﾟｰｼﾞ



様式第13号（別表３関係）

チェック欄

1

2

3

4

5

5-(1)

5-(2)

6

6-(1)

6-(2) 

6-(3)

6-(4)

「みどりチェック」チェックシート（造林関係）

害虫の発生防止・低減に努める。

廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

廃棄物の削減に努め、適正に処理する。

生物多様性への悪影響の防止

事業者名

記入者　役職・氏名

業種
（〇をつける。複数選択可）

記入日

素材生産／造林・保育／その他（　　　　　）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

・　交付申請時に、事業実施期間中に取り組んだ各項目の
　内容にチェックを入れてください。

・　各項目において、どのような取組を行えばよいか分か
　らない場合は、解説書を御覧ください。

注）6-(1)の関係法令の遵守について、対象は、森林法（昭和26年法律第249号）、労働安全
　衛生法（昭和47年法律第57号）、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127
　号）、農薬取締法（昭和23年法律第82号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45
　年法律第137号）、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116
　号）、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112
　号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成28年法律第48号）とす
　る。

生物多様性に配慮した事業実施（物資調達、施業等）に努める。

下流域への土砂流出等による水質汚濁防止に努める。

具体的な事項

適切な薬剤等の使用

農薬等の薬剤の適切な使用に努める。

エネルギーの節減

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努
める。

害虫の発生防止

環境関係法令の遵守等

森林法及び労働安全衛生法をはじめ関係法令を遵守する。

みどりの食料システム戦略の趣旨の理解に努める。

林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める。

正しい知識に基づく作業安全に努める。

解説書



様式第 14号（別表３関係） 

森林作業道作設に係るチェックリスト 

 

申請日 ： 年  月  日 

申請者名 ：  

森林の所在地 ：  

施工延長 ：          ｍ 

 

区分 チェック項目 確認欄 

路

線

計

画 

基

本

事

項 

① 路体は堅固に締め固めた土構造を基本とする。 

② 地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配とする。 

③ 林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法を適切に決定する。 

④ 作設箇所は原則として35°未満とし、人家、施設、水源地などの保全対

象がない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避け迂

回方法を適切に決定する。 

⑤ 急傾斜地の０次谷を含む谷地形や破砕帯などを通過しなければならない

場合は、区間を極力短くする。 

⑥ 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接、流入しないようにする。 

⑦ 作設箇所について、やむを得ず35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在

する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いを通過する箇所は適切

な構造物を設置する。 

⑧ 森林施業の効率化の観点だけでなく潰れ地となる小規模森林所有者にも

配慮する。 

⑨ 環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう配置する。 

⑩ 造材、積込み作業等を安全かつ効率的に行うための空間を適切に配置す

る。 

⑪ 希少な野生生物等が確認された場合は、路線計画や作業時期の変更等を

検討・実施する。 

⑫ 森林法等に基づく届け出等の手続きについて、県や市町村の林務担当部

局に必要な手続きを確認する。 

� 

施

工 

幅

員 

使用する林業機械と傾斜区分に対応して示されている幅員の目安に適合す

る。 
� 

縦

断

勾

配 

① 集材・運搬作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行

ができることを基本とする。 

② 集材・運搬作業を行う車両の自重、木材積載時の荷重バランス、エンジ

ン出力等のほか、路面の固さ、土質による滑りやすさ、急勾配ほど路面浸

食が起きやすくなること等を考慮する。 

③ 現地条件が良い場合は概ね10°以下とし、やむを得ない場合は短区間に

限り概ね14°程度とする。 

③ 安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせを避ける。 

� 



区分 チェック項目 確認欄 

排

水

施

設 

① 路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。 

② 横断排水施設やカーブを利用して分散排水する。排水先がない場合は、

側溝等により導水する。 

③ 排水溝は、原則として開渠とする。 

④ 小渓流の横断は、原則として洗い越し施工とする。 

⑤ 丸太やゴム板による横断排水施設は、林業機械等の重量や足回りを考慮

する。 

⑥ 排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入を避ける。 

⑦ コンクリート路面工等を設ける場合は、地山と路面工等の境界の侵食防

止等の観点から横断排水施設を設置する。 

⑧ 横断排水施設の排水先には、水たたきを設置する。 

⑨ 転落事故防止のため、降坂区間やカーブで谷側を低くしない。 

� 

切

土 

・

盛

土 

① 土質に応じた施工方法により実施する。 

② 幅員や土場等は必要最小限とし、残土処理を発生しないようにする。 

③ 残土は、盛土規制法等に則して適切に処分する。 � 

切

土 

① 切土高は 1.5ｍ程度以内を基本とし、高い切土が連続しないよう施工す

る。 

② 切土のり面勾配は土砂の場合は６分、岩石の場合が３分を基本として施

工する。 

� 

盛

土 

① 複数層に区分し、各層 30 ㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固める。 

② 盛土のり面勾配は、概ね１割より緩い勾配とする。また、盛土高が２ｍ

を超える場合は、１割２分より緩い勾配とする。 

③ ヘアピンカーブでは、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張

り出す場合には、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けたりするなど

して、路体に十分な強度を持たせる。 

④ 沢、湧水箇所、地表水の局所的な流入箇所は、盛土を避け土場は設置し

ない。やむを得ない場合は排水施設を設置する。 

⑤ 盛土の土量が不足する場合は、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方

向での土量調整を行う。 

� 

曲

線

部 

林業機械が安全に走行できるよう、内輪差や下り旋回時のふくらみを考慮

した曲線部の拡幅を行う。 � 

構

造

物

等 

① 構造物は、現地条件に応じた規格・構造とする。 

② 軟弱地盤を通過する際は、水抜き処理、側溝の設置等を行う。 

③ 森林作業道の作設に不向きな黒ぼくや粘土質のロームなどの箇所を通過

する場合は、必要な路面支持力を得るため、砕石を施すなどの対策をとる。 

� 



区分 チェック項目 確認欄 

④ 火山灰土など一度掘り起こすと締め固めが効かない土質の箇所で掘削を

行う場合は、火山灰土などの深さに応じて、剥ぎ取ったり深層と混ぜ合わ

せたり等の工夫をする。 

⑤ ２ｔ積トラックなど設置圧の高い車両が走行する場合には、荷重を分散

させるため丸太組による路肩補強工を施工する。 

伐

開 

① 斜面の方向や気象条件を考慮し、必要最小限の幅とする。 

② 幅は、土質条件や風衝を考慮して決定する。 

③ 路線沿いの立木は、できるだけ残す。 

� 

周辺環境

への配慮 

人家、道路等の保全対象が周囲にある場合は作設しない。やむを得ず作設

する場合は、土砂が流出したり、土石が周辺に転落したりしないよう、必要

な対策をとる。 

� 

管理 ① 一般車両の侵入を禁止するなどの適正な管理を行う。 

② 森林作業道の管理主体を明確する。 
� 

注１） 確認欄は、チェック項目（森林作業道作設指針）に適合するかを確認し、適合しない場合は「✓」

を記入し、該当しない場合は「－」を記入すること。 

注２） 森林作業道作設指針に適合していることが確認できる資料を添付すること。 


